
申請書名称 日中一時支援事業利用登録申請書

内容

提出先 健康福祉課（本庁舎１階）

注意事項

各申請書の説明等

在宅で介護している家族の就労及び一時的な休息のため、障害者の日中（日

帰り）における活動の場の提供を行います。

在宅のかたを対象とした事業です。

《必要書類》注意事項

手数料 無料

その他

問合せ 健康福祉課　福祉グループ（電話：049－299－1756）

《必要書類》

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、印鑑


